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2008 年 4 月の予定 
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· ２月３月の二ヶ月間、長寿園ニュースを休刊してしまいました。申し訳ありませんでした。 

 

· 第４土曜日においでいただいているハート＆ハートの皆様ですが、今月はお休みとなります。  

 



  
新しい医療制度（後期高齢者医療制度）がスタートいたしました。厚生労働省が発行しているパンフレットを添付いたし

ますので、参考にしていただければと思います。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。 

 

· 老人医療制度に該当していた方（①７５歳以上の方。②一定以上の障害のある６５歳以上の方）は、この４月１日か

ら今までの医療保険（国民健康保険や社会保険など）から脱退して、新しい高齢者医療制度の被保険者となりまし

た。 

· ４月１日以降に７５歳の誕生日を迎える方は、誕生日から新しい高齢者医療制度の被保険者となります。誕生日ま

でに新しい被保険者証が郵送されます。 

· 医療機関を利用する際の自己負担割合は、今までの老人医療制度と同じく、１割（現役並み所得の方は３割）です。 

· 保険料は、原則として、年金から天引きされます。ただし、社会保険等の被扶養者だった方は、半年間保険料が免

除され、その後の半年間は９割軽減されます。 

 

【これまでの老人保健制度との比較】 

 

ここは変わりません！ ・ 対象は、７５歳以上の方と、一定の障害のある６５歳以上の方です。 

・ 医療給付の基本的な内容は変わらず、医療機関の窓口で支払う自

己負担割合は、１割（現役並み所得の方は３割）です。 

ここは変わります！ ・ 運営主体が、市区町村から広域連合に変わります。 

・ 保険料は被保険者全員が納めます。 

 

 

 

 

 

住民税の申告をすることで、保険料の軽減を受けることができる場合があります。詳しくは市区町村（八王

子市の場合は、健康福祉部高齢者支援課）にお問い合わせください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家族の皆様へ 

 

松
風 

（
二
月
） 

 

小
正
月 

繭
玉
つ
る
し 

繭
と
作
物 

         
 
    

実
り
豊
か
を 

祈
る
農
夫 

 

銀
漢
遠
く 

星
清
く 

久
遠
の
か
な
た 

          
 
   

く
し
び
の
世
界 

し
ば
し
佇
む 

 

梅
林
の 

下
草
に
咲
く 

福
寿
草 

 
 
 
 
 
 

に
こ
や
か
に
咲
く 

春
の
喜
び 

松
風 

（
三
月
） 

 

川
土
手
に 

か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ 

ゆ
ら
ゆ
ら
と 

         
 
    

若
草
萌
え
て 

ぼ
た
雪
流
る 

 

水
温
み 

遊
戯
し
て
い
る 

め
だ
か
た
ち 

          
 
   

さ
っ
と
散
り 

わ
っ
と
集
ま
る 

 

か
ご
背
負
い 

山
菜
取
り
の 

娘
た
ち 

 
 
 
 
 
 

姉
さ
か
ぶ
り
の 

う
る
わ
し
き
声 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松
風 

（
四
月
） 

 
春
の
日
に 

暖
か
き
メ
ジ
ロ
来
た
り
て 

山
里
に 

         
 
    

枝
か
ら
枝
へ 

愛
嬌
振
る
う 

 

春
の
川 
花
盛
り
さ
ら
さ
ら
と 

 

          
 
   

咲
け
よ
咲
け
よ
と 

さ
さ
や
き
な
が
ら 

 

花
見
時 

人
集
ま
り
て 

杯
に 

 
 
 
 
 
 

花
び
ら
散
り
て 

ぐ
っ
と
飲
み
干
す 

碩
志 

（
二
月
） 

 

石
鹸
を 

シ
ャ
ボ
ン
と
言
い
し 

母
想
う 

 

寒
の
内 

乾
布
摩
擦
に 

熱
い
風
呂 

 

お
ぉ
寒
い 

布
団
に
入
る 

夜
八
時 

碩
志 

（
三
月
） 

 

名
の
み
で
も 

春
が
来
ま
す
よ 

も
う
す
ぐ
に 

園
庭

に

わ

駆
け
る
子
等 

声
も
高
ら
に 

 

年
寄
り
の 

冷
や
水
な
れ
ど 

薄
着
す
る 

 
 
 
 
 
 

春
待
つ
こ
こ
ろ
に 

モ
リ
ソ
バ
美
味
し 

 

は
な
み
ず
き 

町
が
名
づ
け
た 

通
り
道 

 
 
 
 
 
 

咲
く
日
待
ち
つ
つ 

歩
む
ひ
と
と
き 

 



 

昨年の１０月後半から続いておりました耐震改修工事ですが、３月いっぱいで終了いたしました。皆様には、工事中の

振動や騒音、お部屋の移動、行事変更やお食事・お風呂の場所変更など、大変ご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳あ

りませんでした。皆様のご協力により、事故なく無事に工事を完了できましたことを御礼申し上げます。 

 今回の工事内容につきまして、改めてご報告いたします。 

 

  【工事内容】 

1. 耐震改修 

· 2 階の 1,2,3 号室と 1 階の食堂の窓枠部に、鉄骨ブレースを施し補強いたしました。 

· 2 階の旧館トイレと医務室、1 階の一般浴脱衣室、事務所などに、耐震コンクリート壁を施しました。 

2. 一部居室内装改修 

· 2 階 3 階の旧館居室の内装（床・壁・天井）を改修しました。 

3. ナースコール改修 

· 老朽化していたナースコール設備を更新いたしました。 

4. 3 階の一部改修 

· 3 階の特浴室を拡張いたしました。 

· ショートステイ室の内装を改修し、トイレを新設いたしました。 

· 3 階の洗濯室・汚物処理室を移設いたしました。 

5. その他 

· 外壁、内壁のひび割れを補修いたしました。 

· 高圧受変電設備の改修をいたしました。 

· 調理室の排気設備を改修いたしました。 
 

 

 

 

 

 

東京都福祉事業協会は、都内に高齢者福祉施設（長寿園を含めて５ヶ所）、保育所（５ヶ所）、母子生活支援施設（４ヶ

所）などの介護施設・福祉施設を経営し、事業を展開する社会福祉法人です。このたび、法人本部に設置した「基本的経

営綱領検討委員会」での検討を経て、次のとおり法人の経営理念と経営方針を策定いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

 

社会福祉法人東京都福祉事業協会の経営理念等 

 

＜経営理念＞ 

 社会福祉法人東京都福祉事業協会は、人の幸せを求めて事業に取り組んでまいります。 

 それは、利用者の幸せ、利用者の家族の幸せ、地域住民の幸せ、そしてこれらを支える職員の幸せです。 

 

＜経営方針＞ 

１ 利用者一人一人の人格を尊重します。 

２ 利用者の安全を確保し、その特性を大切にして、豊かな人間性を持った希望のもてる生活ができるように支

援します。 

３ 地域の人々との共生を重んじ、明るい街づくりに努めます。 

４ 時代の要請をよく受け止め、利用者に選ばれる事業の実施に努めます。 

５ 健全経営の実現を常に念頭に置き、効率的な施設経営体の確立に努めます。 

６ 協会の事業を推進するため、職員の資質向上と働きやすい環境改善に努めます。 

７ 職員一人一人は、社会人としての自覚を持ち、関係法令を順守するとともに、自己研鑽に励み、各自役割を

認識し、その権限と責任を組織一体となって的確に果たしていくように努めます。 


